
集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
「
組
織
機
構
改
編
３
年
計
画
」
の
初
年
度

と
し
て
、市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
運
営
に
向
け
、

４
月
１
日
か
ら
新
た
な
組
織
機
構
へ
と
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
課
長
職
以
上
の
管
理
職
は
、
現
在
の
９
部
長
48
課
長
の

57
人
体
制
か
ら
、
８
部
長
３
部
次
長
34
課
長
の
45
人
体
制
へ
と
ス
リ
ム
に

な
り
、
職
員
数
に
つ
い
て
も
611
人
か
ら
27
人
削
減
の
584
人
と
な
り
ま
す
。

副
市
長

地
方
自
治
法
の
改
正
を
受
け
、
助
役

を
「
副
市
長
」
に
名
称
変
更
し
ま
し
た
。

企
画
総
務
部

物
品
入
札
や
工
事
入
札
等
の
一
元
化

に
よ
る
効
率
性
を
高
め
る
た
め
、
監
理

課
を
財
政
課
に
統
合
し
ま
し
た
。
主
幹

級
の
「
検
査
官
」
を
配
置
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ま
で
の
監
理
係
と
管
財
係
を

統
合
し
「
監
理
管
財
係
」
に
改
組
し
ま

し
た
。

市
民
福
祉
部

平
成
20
年
度
か
ら
の
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
へ
の
移
行
に
向
け
、
市
民
課
の

国
民
健
康
保
険
係
と
年
金
医
療
係
を
統

合
し
「
国
保
年
金
医
療
係
」
に
改
組
し
、

国
民
健
康
保
険
事
務
と
老
人
医
療
事
務

の
連
携
を
図
り
ま
す
。

経
済
振
興
部

経
済
建
設
部
か
ら
分
割
し
た
「
経
済

振
興
部
」
は
、
商
工
観
光
課
、
農
林
課
、

水
産
課
と
し
、
６
次
産
業
振
興
の
核
と

な
る
部
署
を
配
置
、
連
携
と
集
中
に
よ

る
地
域
産
業
の
振
興
を
目
指
し
ま
す
。

建
設
部

経
済
建
設
部
か
ら
分
割
し
た
「
建
設

部
」
は
、水
道
課
を
新
た
に
所
管
と
す
る

と
と
も
に
、
建
設
課
と
都
市
計
画
課
を

統
合
し
た
「
都
市
建
設
課
」
に
下
水
道

課
を
加
え
た
３
課
体
制
と
し
、
生
活
基

盤
整
備
体
制
の
一
体
化
を
図
り
ま
す
。

総
合
支
所

平
成
20
年
度
か
ら
の
本
庁
方
式
へ
の

移
行
に
向
け
、
総
合
支
所
長
は
総
務
課

長
を
兼
務
す
る
部
次
長
級
を
配
置
し
ま

し
た
。
課
の
所
管
は
本
庁
の
関
連
部
と

な
り
ま
す
が
、
全
体
調
整
に
か
か
る
所

管
は
企
画
総
務
部
と
し
ま
し
た
。

事
務
事
業
の
効
率
化
・
集
中
化
に
対

応
す
る
た
め
、
経
済
課
と
施
設
課
を
統

合
し
た
「
経
済
施
設
課
」
を
設
置
す
る

と
と
も
に
、
施
設
課
の
管
理
係
と
土
木

係
は
「
施
設
管
理
係
」
に
統
合
・
改
組

し
ま
し
た
。

ま
た
、
協
働
へ
の
取
り
組
み
と
と
も

に
危
機
管
理
へ
の
柔
軟
性
を
確
保
す
る

た
め
、
総
務
課
内
の
地
域
振
興
係
と
総

務
係
を
統
合
し
「
企
画
総
務
係
」
に
改

組
し
ま
し
た
。

会
計
課

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
る
収
入
役

制
度
廃
止
に
と
も
な
い
、
収
入
役
の
業

務
を
担
当
し
会
計
課
長
を
兼
務
す
る
部

長
級
の
「
会
計
管
理
者
」
を
新
た
に
配

置
し
ま
し
た
。

教
育
委
員
会
部
局

三
隅
、
日
置
、
油
谷
の
３
つ
の
教
育

事
務
所
に
つ
い
て
は
、
公
民
館
（
三
隅

公
民
館
・
日
置
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ

ー
・
油
谷
中
央
公
民
館
）
と
し
て
改
編

し
ま
し
た
。
館
長
は
嘱
託
職
員
を
配
置

し
、
よ
り
地
域
に
密
着
し
た
自
主
運
営

体
制
の
確
立
を
目
指
し
ま
す
。

将
来
に
わ
た
り
住
民
福
祉
の
向
上
を

確
か
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
、
行
政

改
革
を
進
め
、
効
率
的
・
効
果
的
な
行

政
運
営
を
目
指
す
組
織
機
構
改
編
に
継

続
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

総
務
課
人
事
係
　
TEL
23
‐
１
１
１
４

市
職
員
の
人
事
異
動
に
つ
い
て
は
４
月
15
日
号
に
掲
載
し
ま
す

（平成19年４月１日現在）


